
奈半利川水系
流域での取組と検討事項
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流域治水の基本的な考え方

ためる

とどめる

そなえる

従来型治水
（ながす）

イメージ図
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流域治水に係る対策

１ 洪水を安全に「ながす」対策
（１）河川整備の推進【高知県、北川村】
（２）適切な河川等の維持管理【高知県】
（３）清水バイパスの整備【高知県】
（４）内水排除【高知県、田野町】

２ 流域で雨水を「ためる」対策
（１）ダム事前放流の実施【高知県、電源開発】

（２）森林の保全・整備【四国森林管理局、森林整備ｾﾝﾀｰ、高知県、田野町、
　　　　　　　　　　　　奈半利町、北川村、馬路村、流域関係者】
（３）農地の保全・整備【高知県、田野町、奈半利町、北川村、馬路村、
　　　　　　　　　　　　流域関係者】

３ 氾濫を一定の地域に「とどめる」対策
（１）砂防関係施設の整備【高知県】
（２）流木対策の推進【四国森林管理局、高知県、流域関係者】
（３）地震・津波対策【高知県】

４ 水害に「そなえる」対策
（１）土地利用の検討【田野町】
（２）水害リスクの低い地域への重要施設の移転【田野町、奈半利町】
（２）水位計・カメラの設置、水位情報及び土砂災害警戒情報等の提供【高知県】
（３）避難の判断に必要な情報の提供【高知県】
　　　（高知県防災アプリの活用）
（４）各種浸水想定区域、土砂災害警戒区域の指定、公表【高知県】
（５）各種ハザードマップの作成、公表、周知【田野町、奈半利町、北川村、馬路村】

（６）安全な避難のための取組・防災教育【高知県、田野町、流域関係者】
　　　（要配慮者利用施設避難確保計画の作成の促進、防災教育・避難訓練の実施）

（７）発災時の応急措置及び発災後の早期復旧のための取組【国、高知県】
　　　（防災拠点と緊急輸送ルートの確保）
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奈半利川　河川改修工事（高知県） ながす

　奈半利川水系における治水対策の整備目標は、河川の規模、沿川の人口・資産状況や県内の他河川とのバランスを考慮した結果、奈半
利川長山地点から下流について、年超過確率1/50の規模の降雨による洪水を安全に流下させることとし、引堤や河道掘削等による河道の
整備を行う。

奈半利川

未改修区間
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奈半利川水系

全体計画 R3年度まで R4年度 R5年度 R6年度 R7年度以降

左岸　護岸・築堤　
L=2350m

護岸L=620ｍ
築堤L=650ｍ

護岸L=30ｍ 護岸・築堤
L=1700m

右岸　護岸・築堤
L=500m

築堤L=150m 護岸・築堤
L=10ｍ

護岸・築堤
Ｌ=50ｍ

護岸・築堤
Ｌ=50ｍ

護岸L=390m
築堤L=240

※R4年度当初予算ベースでの計画であり、計画変更の可能性あり



普通河川イジケ谷川（奈半利川水系）河川改修工事（北川村） ながす

　奈半利水系イジケ谷川は、北川村南部の宗ノ上地区を流れる西谷川支線であり、流域には主要村道である落合宗ノ上線がある。
　近年、県営圃場整備事業における北川モデル事業の整備地となっており、新規就農者等のアクセスも増え、流域の重要度が一段と高
まっているため、圃場整備工事と併せて河川改修による治水安全度の向上が図る工事をR3年度に実施した。近年の浸水被害としては、平
成26年の台風11号災害時に越水や吸い出し等により流域河川の護岸構造物が甚大な被害を被った。このため、護岸整備を行い、一部区間
の劣化した護岸の能力向上を図り、農地等への浸水被害の防止・軽減につなげる。

イジケ谷川

未改修区間

施工前 施工後
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河川維持管理（高知県） ながす

　洪水の流下に支障を及ぼす土砂の撤去を毎年度実施。
　局所洗堀や土砂の再堆積が懸念される箇所等の重点的な河川巡視やモニタリングを実施し、適切な河川管理に努める。
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土砂堆積状況 土砂撤去後

奈半利川

西谷川



清水バイパスの整備（高知県） ながす奈半利川水系

　奈半利川では、発電を目的に３つのダム（魚梁瀬・久木・平鍋）が建設されており、発電のための取水の結果、特に平鍋ダム下流の減
水区間で、流水の減少による河川環境の悪化により、観光資源など地域経済への影響や人と川との共生が損なわれ、流域の自治体や漁業
関係者などから、改善の要望書が提出されるなど社会的な問題となっている。

　そこで、支川の小川川から清水バイパスにより清水を取水し、ダム下流に放流させることにより、減水区間の水質の改善や流水の量を
増やすことが可能になるなど、良好な河川環境の再生が図られる。

清水バイパス

魚梁瀬ダム

久木ダム

奈半利川橋

長山発電所

二又発電所

小川川

魚梁瀬発電所

奈半利川 清水バイパス
小島キャンプ場

北川村温泉

尾河取水ダ
ム

月谷第一取水ダム

月谷第二取水ダム

安田
分水
→

発電用導水管

発
電

用
導

水
管

「モネの庭」マルモッタン

平鍋ダム

減水区間 L=
14.1km

洪水時の濁りの状況

小川川 奈半利川本川

減水区間の現状

全体平面図

管路(3.4km)
開水路(3.4km)

ヘッドタンク

取水堰水圧管路

放流設備
魚道
小水力発電

トンネル(2.6km)

小川川

二又発電所

奈半利川

管路（3.6km）

二股橋
（国指定重要文化財）

平鍋橋

放流設備
平鍋ダム

取水設備

平面図

清水バイパスのイメージ

 浦山ダムの事例（埼玉県：水資源機構）

工種 R3年度まで R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度

・取水施設

・管路施設

・放流施設

清水バイパス
事業
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内水排除（高知県、田野町）

未改修区間

8

奈半利川水系

　出水時、奈半利川・池谷川・丈々川の水位上昇に伴い、内水の排除が困難となる区域が存在する。
　内水排除の方法等について、県、田野町で検討を行う。

淌涛地区

令和３年３月豪雨

国道55号

丈
々

川

池
谷

川

奈
半

利
川

平成30年7月豪雨

ながす



魚梁瀬ダム、久木ダム、平鍋ダムの治水協定（高知県） ためる

1 早明浦ダム 水資源機構
2 大橋ダム 四国電力
3 長沢ダム 四国電力
4 大森川ダム 四国電力
5 穴内川ダム 四国電力
6 稲村ダム 四国電力
7 永瀬ダム 高知県河川
8 吉野ダム 高知県企業局
9 杉田ダム 高知県企業局

10 大渡ダム 国交省
11 桐見ダム 高知県河川
12 筏津ダム 四国電力
13 中筋川ダム 国交省
14 横瀬川ダム 国交省
15 初瀬ダム 四国電力
16 津賀ダム 四国電力
17 鏡川 鏡ダム 高知県河川
18 松田川 坂本ダム 高知県河川
19 香宗川 鎌井谷ダム 高知県河川
20 以布利川 以布利川ダム 高知県河川
21 伊尾木川 伊尾木川ダム 四国電力
22 国分川 休場ダム 四国電力
23 魚梁瀬ダム 電源開発
24 久木ダム 電源開発
25 平鍋ダム 電源開発

水系 ダム名 管理者

物部川

仁淀川

渡川

奈半利川

吉野川

奈半利川水系
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農地の保全・整備（高知県、田野町、奈半利町、北川村、馬路村）

〇国土の保全、水源の涵養（かんよう）などの多面的機能を発揮するには、農地を保全する
ことが必要

〇そのため、農地の整備などの基盤整備や地域の住民主体による農業用施設の適正管理等を
推進することにより、耕作放棄を抑制し、農地を維持

＜高知県における農地の現状＞
 農振農用地29,886ha 耕地面積26,600ha 水田面積20,100ha 水稲作付面積11,300ha

Ⅰ これまでの取り組み実績について（流域内）

Ⅱ 今後の取り組みについて（県下全域）
〇多面的機能支払交付金の実施面積の拡大、活動の充実化
•農地として管理し、耕作放棄の発生を抑制
•多面的機能（水源の涵養など）を維持
•田んぼダムの検討（取組にあたっての課題整理、住民の意識醸成等）

〇基盤整備の推進
• 土地条件（形状や排水等）が悪い農地は耕作者から敬遠されるため、
耕作放棄が増加

⇒地形条件や地域のニーズに応じた農地の整備を実施し、効率的な営農
を行うことで農地を保全

• 農業水利施設の整備により、新たな湛水被害等を防止

※県農業基盤課調べ ※交付金対象農地は、農振農用地

※令和２年データ
 

〇農地の整備済面積（単位:ha） 〇多面的機能支払交付金の取組面積及び組織数（単位:ha･組織）

基盤整備事業 令和３年度まで

流域のほ場整備面積 42.1

年度 H28 H29 H30 R元 R2 ・ Ｒ5(目標)

取組面積 9,339 9,253 9,437 9,211 9,603 ⇒ 9,800

組 織 数 334 331 341 333 336 ⇒ -

年度 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R元 Ｒ2 ・ Ｒ5(目標)

整備済面積 10,029 10,046 10,067 10,094 10,120 ⇒ 10,331

単年度整備 14.9 17.2 21.0 27.1 25.8 ⇒ 81.0

〇農地の整備済面積及び単年度整備面積（単位:ha） 〇多面的機能支払交付金の取組面積及び組織数（単位:ha･組織）

多面的機能支払交付金 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 R 元 Ｒ2

取組面積(活動組織数) 101(3) 112(3) 112(3) 126(4) 126(4)
※県農業基盤課調べ ※交付金対象農地は、農振農用地※１組織は安田川流域のエリアと重複

奈半利川水系 ためる

10



農地の保全・整備（田野町）

〇国土の保全、水源の涵養（かんよう）などの多面的機能を発揮するには、農地を保全する
ことが必要

〇そのため、農地の整備などの基盤整備や地域の住民主体による農業用施設の適正管理等を
推進することにより、耕作放棄を抑制し、農地を維持

＜高知県における農地の現状＞
 農振農用地29,854ha 耕地面積27,000ha 水田面積20,400ha 水稲作付面積11,400ha

Ⅰ これまでの取り組み実績について（流域内）

Ⅱ 今後の取り組みについて（県下全域）
〇多面的機能支払交付金の実施面積の拡大、活動の充実化
•農地として管理し、耕作放棄の発生を抑制
•多面的機能（水源の涵養など）を維持
•田んぼダムの検討（取組にあたっての課題整理、住民の意識醸成等）

〇基盤整備の推進
• 土地条件（形状や排水等）が悪い農地は耕作者から敬遠されるため、
耕作の放棄が増加

⇒地形条件や地域のニーズに応じた農地の整備を実施し、効率的な営農
を行うことで農地を保全

• 農業水利施設の整備により、新たな湛水被害等を防止

※県農業基盤課調べ ※交付金対象農地は、農振農用地

※令和元年データ
 

〇農地の整備済面積（単位:ha） 〇多面的機能支払交付金の取組面積及び組織数（単位:ha･組織）

基盤整備事業 令和元年度まで

流域のほ場整備面積 172

年度 H27 H28 H29 H30 R元 ・ Ｒ5(目標)

取組面積 8,940 9,339 9,253 9,437 9,211 ⇒ 9,800

組 織 数 318 334 331 341 333 ⇒ -

年度 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ元 ・ Ｒ5(目標)

整備済面積 10,014 10,029 10,046 10,067 10,092 ⇒ 10,331

単年度整備 10.2 14.9 17.2 21.0 25.2 ⇒ 81.0

〇農地の整備済面積及び単年度整備面積（単位:ha） 〇多面的機能支払交付金の取組面積及び組織数（単位:ha･組織）

多面的機能支払交付金 Ｈ29 Ｈ30 R元 R2 Ｒ3

取組面積(活動組織数) 26(１) 26(1) 26(1) 26(1) 26(1)
※県農業基盤課調べ ※交付金対象農地は、農振農用地

奈半利川水系
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〇奈半利川流域市町村には、民有林1.5万ha、国有林2.2万ha、計3.7万ha（うち人工林3.3万ha）の森林（流域市町村の土地面積の約93％）が存在。
〇これまでの５年間において、植林や間伐などの森林整備事業を2,878ha、渓間工41箇所、山腹工6.44haの治山事業を実施。
〇森林は山地災害防止機能や水源かん養機能等の公益的機能を有しており、この機能の適切な発揮に向け森林整備・保全の実施が重要。

奈半利川流域の森林の整備・保全に向け、関係機関と連携し森林整備及び治山事業を計画的に実施し、樹木の生長や下層植生の繁茂を促し森林土壌等の
保水力の強化や土砂流出量の抑制を図り、流域治水を強化促進します。

Ⅰ　森林の有する機能について

Ⅱ　これまでの実施状況（過去5年間の実績）

Ⅲ　森林の整備・保全
１．持続可能な森林経営

森林の持つ多面的機能を将来にわたって発
揮させていくためには、適切な森林の経営管
理により、豊かな人工林資源を「伐って、使っ
て、植える」という形の循環利用が必要。

２．森林施業による土砂流出抑制効果等

森林整備により下層植生を繁茂させ、降雨に
伴う土壌流出を抑制。

H28 H29 H30 R元 R２ 計

森林整備事業 601 652 513 630 482 2,878

治山事業 渓間工 2 6 9 10 14 41

山腹工 0.93 0.53 1.16 2.48 1.34 6.44

※　高知県の森林・林業・木材産業及び四国森林管理局業務資料より
※　与市明川流域に係る高知県の市町村内の実績を計上

（単位：ha、渓間工は箇所）

◆森林の整備・保全を行う機関と事業◆
　林野庁 四国森林管理局：森林整備事業、治山事業
　(国研)森林研究・整備機構 森林整備センター 高知水源林整備事務所：水源林造成事業
　高知県：造林事業、木材安定供給推進事業、緊急間伐総合支援事業、山地治山事業、水源地域等保安林
　　　　　　　整備事業、山地防災事業等
　市町村：森林環境譲与税を活用する事業等

※　出典：林政審議会（林野庁）資料

針広混交林 育成複層林

水源林の整備

（実施前） （実施後）

間伐植林

治山事業

※　出典：林野庁ホームページ

渓間工

森林における対策（高知県）奈半利川水系 ためる
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国有林における治山事業（四国森林管理局）奈半利川水系 とどめる
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国有林における森林整備（四国森林管理局）奈半利川水系 とどめる
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高知県

徳島県

香川県

愛媛県

位置図

奈半利川

砂防関係施設の整備（高知県）奈半利川水系

○奈半利川流域を含む北川村では、土砂災害警戒区域137箇所、土砂災害特別警戒区域132箇所がある。
○砂防関係施設の整備により、土砂や流木の流出を防止・抑制する。

菖蒲川(砂防)

とどめる

15

全体計画 R3年度まで R4年度 R5年度 R6年度 R7年度以降

菖蒲川
（砂防）

用地買収 R9年度
完成

※R4年度当初予算ベースでの計画であり、計画変更の可能性あり



流域の関係者が連携して流木対策を推進（四国森林管理局、高知県、流域関係者）

四国森林管理局、四国地方整備局
高知県治山林道課、高知県防災砂防課

激甚化する自然災害において、被害を拡大する流木災害からいのちと暮らしを守るため、
流木の発生抑制、発生流木の捕捉を効果的に組み合わせ、より確実な対策を推進
今後、治山・砂防といった流域の関係者の連携をさらに強化し、流木対策を加速化

高知県内の連携事例（佐喜浜川流域）

治山の写真
（谷止工）

※森林管理局から入
手予定

上流域で森林からの流木の発
生を抑制しつつ、仮に流木が
発生した場合でも下流の施設
でこれらを確実に捕捉

流木をとりまく情勢

高知県の流域治水に基づく対策において治山・砂防
の連携を強化して、流木対策を加速化し、被害の最
小化を実現していく

R4.8月の大雨でも流木により被害が拡大

治山事業は
森林の対策、
砂防事業は
渓流の対策
により流域
治水に参画

流域の関係者が協働して対策に取り
組む流域治水の加速化が、激甚化す
る自然災害の被害の最小化には重要

近年、流木による被害拡大が多発

下流側に流木捕捉工を設置(砂防事業)

上流側で斜面からの
流木の発生を抑制

上流側に谷止工を設置（治山事業）

とどめる奈半利川水系
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奈
半
利
川

奈半利港海岸（港湾）

Ｒ４   Ｃ＝200,000千円
Ｒ５以降 Ｃ＝450,000千円

凡例 整備年度

令和３年度まで

令和４年度予定

令和５年度以降予定

海岸における対策（高知県）

■奈半利港海岸の地震・津波対策
　<津波被害の最小化に向けた海岸の地震・津波対策>

海岸事業Ｃ＝約２５億円
（～Ｒ３  ）
【1,780,000千円】
（R４～  ）
【 650,000千円】

対策状況対策状況

奈半利川水系 とどめる

17

全体計画 R3まで R4 R5 R6 R7以降

L=910m 660ｍ 16m 15m 20m 199m

※R4年度当初予算ベースでの計画であり、計画変更の可能性あり



土地利用の検討（田野町）

高規格道整備・重要施設移転に伴う課題

〇阿南安芸自動車道の整備が進む中、本町に
おいても事業化の発表があった際には、
ルートが示された区域内外の適切な土地利
用について検討が必要。特に、IC周辺は利
便性や利用価値から民間開発の需要も高ま
るため、土地利用のコントロールによる計
画的なまちづくりが必要。

奈半利川水系

〇田野町総合計画において、土地利用に関す
る計画を重点施策として策定。

　具体的なルート等が示される際にはさらに
詳細な計画づくりを行い、土地全体の用途
を決定していく。

そなえる
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田野町役場

そなえる　　　　水害リスクの低い地域への施設移転（田野町）

　洪水想定浸水区域図（最大想定）

奈半利川水系

中芸消防署

旧田野保育所

旧田野幼稚園

田野小学校

田野中学校

田野病院

幼保連携型認定こども園（田野っ子）・防災センター

▼奈半利川の洪水想定浸水区域図（最大想定）による被害想定
エリアは、津波浸水区域とほぼ同様の範囲が想定されているが、
田野町役場庁舎を含め田野町内の重要施設の殆どはその浸水想
定区域内にある。　行政面積の小さい当町においては、移転先
の確保が困難であり、大規模な高台移転の実現は難しい。
▼しかしながら、南海トラフ地震による津波被害や洪水による
浸水被害が生じた場合においても、行政機能を維持することが
必要不可欠なことから、津波浸水想定区域外に「防災セン
ター」を設置し、発災後の速やかな業務継続を目指す。

▼また、共に浸水区域にあった保育所、幼稚園を幼保連携型認
定こども園として、同高台に移転することにより、避難等に比
較的時間を要することが考えられる乳幼児の安全対策を図った。

　津波想定浸水区域図

そなえる
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奈半利町防災センター（奈半利町）

奈半利町防災センターは奈半利町役場が、南海トラフ地震発生時、津波による約４ｍの浸水が想定されており、
役場機能が失われる恐れがあるため、発災後、役場機能の継続、奈半利町の早期復旧を目的とした災害対策本部
を設置するために海抜３２Mの高台である宮ノ岡に建設いたしました。被災時には役場機能を担い災害対策本部
として活用されるだけでなく。避難者の収容なども可能としています。

　この防災センターは防災の拠点として、安全で安心な地域づくりに向けた、危機管理体制の確立や、防災思想
の普及啓発、住民への防災研修などその中核を担うものとなっており、災害に強いまちづくりへの基盤となって
おります。
　また、平常時は研修や防災訓練の場として町民の皆様に使用していただくことが可能となっております。

そなえるそなえる
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奈半利川水系



水位計・河川監視カメラの設置（高知県） そなえる

出典：高知県水防観測情報 21

奈半利川水系



高知県防災アプリの活用（高知県）

▼気象情報や避難情報、河川水位や土砂災害の危険度など避難の判断に必要な情報を自動的にプッシュ通知。
▼カメラ機能では、24時間前から現在までの河川水位の変化などを確認可能。
▼防災マップ機能では、開設された避難所の位置やハザードマップ、避難所までのルートなどの確認が可能。
▼グループ機能で家族や近所の方を登録しておけば、自分の安全を知らせたり、ＳＯＳを発信することが可能。
▼幅広い年代が使用できるよう、各年代に合わせた「一般モード」、「ジュニア（こども）モード」、「シニア
（高齢者）モード」の切替機能あり。

高知県防災アプリ

そなえるそなえる
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奈半利川水系



奈半利川川浸水想定区域図（高知県） そなえる

23

奈半利川水系



　　　土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域について（高知県）

出典：土砂災害防止法「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律について（平成29年9月, 全国地すべりがけ崩れ対策協議会）

奈半利川水系

○奈半利川流域を含む北川村では、土砂災害警戒区域137箇所、土砂災害特別警戒区域132箇所がある。

そなえる
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　　　これからの土砂災害対策の実施方針について（高知県）奈半利川水系

○令和３年度に、高知県全域での土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の指定完了に合わせて、高知
県土砂災害防止対策実施方針を策定。住民や行政などのあらゆる主体が、「土砂災害を減らす」「備え
て住む」「安全に逃げる」の３方針を相互に補完し合い、継続的に取り組むことで土砂災害に備える。

令和３年度に高知県全域で、土砂災害警戒区域
等の指定が完了したことに合わせて、安全な土地
がない地域での建替等の際に、土砂災害に対して
安全な構造とするための外壁補強・防護壁の設置
費用を一部助成（対象経費の３／４）する制度を、
令和４年度に創設しました。

(高知県土砂災害特別警戒区域内住宅建替等支援事業補助金)

・住民自らの住宅補強を支援！
（「備えて住む」の支援事業）

そなえる
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高潮浸水想定図の作成（高知県）

土佐湾沿岸
海部灘湾沿岸

豊後水道東沿岸

　平成27年5月の水防法改正により、想定し得る最大規模の高潮に対する避難体制等の充実・強化のため、浸水想定区域
を公表する制度が新たに創設されたことから、想定し得る最大規模の高潮による浸水の危険性についての高潮浸水想定区
域図の作成を行い、高潮時の円滑かつ迅速な避難を確保し、水災による被害の軽減を図る。
　令和3年度より県内3沿岸全域において高潮浸水想定区域図の作成に着手する。

そなえる
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奈半利川水系



津波災害警戒区域の指定（高知県） そなえる

27

奈半利川水系



防災マップの周知・再整備（田野町）奈半利川水系

▼田野町では、地震・津波や風水
害、土砂災害に対する「そなえ」
のため、【防災マップ】を作成し、
町内全戸に冊子を配布、ホーム
ページ等で公表し、住民の防災意
識の醸成を図っている。
▼津波浸水区域の見直し等により、
随時改定を行ってきており、最終
改定はH30となっているが、そ
れ以降【ため池ハザードマップ】
の情報や、【土砂災害警戒区域
（特別計画域）】、【洪水想定浸
水区域】等が新たに設定され、改
定が必要となっている。
▼これら被害想定の対象となる区
域の多くは、様々な災害想定区域
と重複しており、それらを総合的
かつ適切に周知する必要がある。

そなえる
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ため池ハザードマップの周知（田野町）

　奈半利川流域内にある防災重点ため池６池について、「ため
池ハザードマップ」を令和２年度に作成した。
　「ため池ハザードマップ」は、ため池が決壊した場合の浸水深や、
浸水の広がる時間などを氾濫解析シミュレーションによって予測し、
地図に浸水区域（被害が予想される範囲）や洪水到達時間
を表示。また、緊急時の避難場所（学校、公民館など）や避
難経路となる主要道路も標示している。

奈半利川水系 そなえる
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土砂災害危険箇所マップの周知（田野町）

田野町
○土砂災害警戒区域（イエロゾーン）：23箇所
○土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）：21箇所

奈半利川水系 そなえる
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津波ハザードマップ（奈半利町）奈半利川水系 そなえる
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ため池ハザードマップ（奈半利町）奈半利川水系 そなえる
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土砂災害防止法・水防法への対応（高知県・奈半利町・田野町・北川村・馬路村）

「水防法」に基づく浸水想定区域の指定及び公表 「土砂災害防止法」に基づく土砂災害警戒区域の指定及び公表

市町村

施設管理者

国

県

そなえる
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奈半利川水系

①　H27年1月に「土砂災害防止法」（H13.4施行）が改正され、土砂災害警戒区域の指定に加え、速やかな公表が義務化された。

②　H27年9月関東・東北豪雨の洪水氾濫被害を受けて、H27年11月に「水防法」が改正され、洪水に係る浸水想定区域について想定し得る最大規模の降雨を前提と　
　した浸水想定区域の公表が義務化された。

③　H29年6月に「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正され、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るために、市町村は、浸水想定区域・土砂災害警戒区域内の　
　要配慮者利用施設を地域防災計画に位置付ける等が義務化され、また、施設管理者は、避難確保計画の作成等が義務化された。

④　H29年6月、国土交通省は「社会資本整備審議会河川分科会大規模氾濫に対する減災のための治水対策検討小委員会」の答申を踏まえ、緊急的に実施すべき事項の
　うち、概ね5年（H33年度）で取り組む事項について、緊急行動計画として取りまとめた。その中で、令和3年度末までに、対象となる全施設で避難確保計画の作
　成・避難訓練を実施することが明記された。

⑤　Ｒ３年７月に、令和２年７月豪雨災害において、高齢者施設が河川の氾濫によって浸水し、甚大な人的被害が生じたことを受けて、「水防法」及び「土砂災害防止　
　法」が改正され、施設の管理者等は、市町村への避難訓練の結果の報告が義務化された。
　　また、市町村は、避難確保計画の報告及び避難訓練の結果の報告を受けたときは、必要に応じて、要配慮者利用施設の管理者等に対して助言又は勧告をすることが　
　できると規定された。

対象 土砂災害警戒区域数

高知県 20,012箇所

公表年度 河川名

令和２年度まで

①四万十川　②中筋川　③後川　　　④仁淀川　⑤宇治川
⑥物部川　　⑦鏡川　　⑧国分川　　⑨松田川　⑩安芸川
⑪吉野川　　⑫横瀬川　⑬以布利川　⑭香宗川　⑮山北川
⑯鎌井谷川　⑰伊尾木川

令和３年度 ⑱坂折川　⑲奈半利川　⑳桜川　㉑新荘川　㉒柳瀬川

　（H29水防法及び土砂災害防止法改正）

・　浸水想定区域、土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設を地域防災計画に位置付け

・　洪水、土砂災害ハザードマップの公表

　（Ｒ３水防法及び土砂災害防止法改正）

・　避難確保計画の報告及び避難訓練の結果の報告について、必要な助言又は勧告を行う

（H29水防法及び土砂災害防止法改正）

・　避難確保計画の作成及び避難訓練の実施

（Ｒ３水防法及び土砂災害防止法改正）

・　避難訓練結果の報告

令和３年７月に想定最大規模降雨を対象とする浸水想定区域図公表の義務化河川が、
住宅や要配慮者利用施設等の防護対象がある河川全てに拡充されたことから、
今後更に指定・公表を前倒ししていく。



自主防災活動の推進（田野町・流域関係者）

田野町の自主防災組織の状況

奈半利川水系

■取組の内容

　田野町には１３の行政区（地区）があるが、その全ての地区におい

て「自主防災組織」が設立されている。各組織ごとに取組の温度差は

あるものの、全ての組織が参加する「自主防災組織連絡協議会」にお

いて、各組織間の連携や情報共有を図り、活動の底上げ、活発化を

図っている。

■組織ごとの活動

【上地地区】

　上地地区では、地域の高齢者の集いの場と自主防災組織が連携、日

頃からの顔の見える関係づくりに取り組んでいる。自主的に「避難カ

ルテ」を作成し、地区内で避難に支援が必要な方などの把握を行った

うえで、定期的な避難訓練や防災学習会等を開催している。夜間の避

難訓練についても実施し、避難ルートの確認、ルート上の危険個所の

確認などを行っている。

役場職員等との勉強会 集いの場での非常食試食

定期的な防災倉庫の点検

そなえる
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広域防災拠点施設の整備（高知県）

広域防災拠点とは
災害時における緊急避難場所としてのみでなく、臨時ヘリポートや耐震性非常用貯水槽なども備えた広域的な防災拠点施設。

そなえる

出典：総合防災拠点及び広域医療搬送拠点 35

奈半利川水系


